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一
般
質
問

　　　　　　個別の計画は進んでいない

高齢者の避難誘導計画は

　　　　段階に応じた研修を行っている

職員の人材育成は

い
る
。

2
、
御
代
田
町
防
災
計
画
に
基

づ
く
災
害
時
の
要
支
援
者
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
が
把

握
し
て
い
る
人
数
は
、
一
人
暮

ら
し
の
高
齢
者
65
名
、
老
老
世

帯
90
世
帯
180
名
、
障
が
い
者
736

名
、
乳
幼
児
795
名
、
妊
婦
92
名
、

外
国
人
376
名
で
あ
る
。

3
、
昨
年
3
月
に
厚
生
労
働
省

よ
り
通
知
が
あ
り
、
実
態
把
握

に
力
を
注
い
で
い
る
。

　

個
別
の
避
難
誘
導
計
画
の
策

定
は
進
ん
で
い
な
い
。

　

近
い
う
ち
に
市
町
村
の
判
断

で
高
齢
者
、
障
が
い
者
等
の
災

害
時
の
避
難
に
、
特
に
配
慮
を

有
す
る
方
の
名
簿
を
作
成
で
き

る
災
害
対
策
基
本
法
改
正
が
成

立
予
定
が
あ
る
。
町
も
こ
れ
に

併
せ
て
、
要
支
援
者
等
の
情
報

を
一
元
的
に
集
約
し
た
台
帳
が

作
成
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

東
口　

重
信　

議
員

1 

、
避
難
行
動
要
支
援
者
の
名

簿
は
作
成
さ
れ
て
い
る
か

2 

、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
、

障
が
い
者
、
乳
幼
児
、
妊
婦
、

外
国
人
な
ど
対
象
と
な
る
人

数
は

3 

、
国
か
ら
、
高
齢
者
の
安
否

確
認
や
避
難
誘
導
の
方
法
を

定
め
た
計
画
を
策
定
す
る
よ

う
に
市
町
村
に
通
知
さ
れ
て

い
る
が
、
町
の
対
応
は

保
健
福
祉
課
長

1
、
御
代
田
町
災
害
時
要
支
援

者
制
度
実
施
要
項
に
基
づ
き
、

登
録
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
の
登
録
は
ほ
と
ん
ど
が
障

が
い
者
で
、
台
帳
原
本
を
町
で

保
管
し
て
い
る
。
高
齢
者
は
民

生
委
員
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
職
員
等
が
訪
問
し
、
一
人

暮
ら
し
高
齢
者
、
老
老
世
帯
等

約
320
世
帯
の
介
護
の
必
要
性
の

有
無
と
併
せ
て
、
要
援
護
者
の

把
握
を
行
い
台
帳
管
理
を
し
て

問

用
職
員
研
修
、
中
堅
行
政
職
員

研
修
、
係
長
研
修
等
、
段
階
に

応
じ
た
研
修
を
行
っ
て
い
る
。

　

専
門
的
分
野
に
お
い
て
は
財

務
会
計
研
修
、
法
制
度
関
係
の

執
務
研
修
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

交
流
研
修
で
は
県
を
は
じ
め
、

小
諸
市
、
軽
井
沢
町
、
厚
生
労

働
省
へ
出
向
研
修
を
行
っ
て
い

る
。

　

今
後
も
必
要
が
あ
れ
ば
、
そ

れ
ぞ
れ
の
職
員
の
人
材
育
成
を

図
っ
て
い
き
た
い
。

　

女
性
管
理
職
に
つ
い
て
は
、

能
力
主
義
等
を
前
提
と
し
た
中

で
、
登
用
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。

　

若
手
管
理
職
登
用
に
つ
い
て

は
そ
れ
ぞ
れ
の
業
務
、
専
門
性
、

能
力
等
を
評
価
し
た
中
で
、
相

応
の
人
材
が
い
れ
ば
、
当
然
早

期
昇
格
を
さ
せ
て
い
き
た
い
。

笹
沢　

武　

議
員

政
府
は
地
方
公
務
員
の
定

年
延
長
を
見
送
り
、
国
家
公
務

員
と
同
様
に
再
任
用
で
対
応
す

る
方
向
性
を
示
し
た
が
、
町
の

考
え
方
は
ど
う
か
。

　

ま
た
職
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

を
目
的
と
し
た
研
修
会
等
の
参

加
は
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
か
。

総
務
課
長

　

再
任
用
制
度
に
つ
い
て
は
、

地
方
公
務
員
法
第
28
条
に
示
さ

れ
て
お
り
、
高
度
の
知
識
、
技

能
、
経
験
を
必
要
と
し
、
実
際

の
公
務
、
業
務
に
支
障
を
き
た

す
よ
う
な
場
合
、
一
年
を
超
え

な
い
範
囲
で
再
任
用
で
き
る
制

度
で
あ
る
。

　

当
町
に
お
い
て
も
平
成
13
年

に
条
例
を
制
定
し
制
度
を
設
け

て
あ
る
が
、
再
任
用
は
行
っ
て

い
な
い
。
今
後
職
務
の
複
雑
化
、

専
門
職
化
が
進
ん
で
く
れ
ば
、

再
任
用
し
て
い
き
た
い
。

　

職
員
の
人
材
育
成
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
新
規
採

問

避難訓練
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一
般
質
問

　　　　計画どおり適正な執行である

自律推進計画の総括は

　　　　　　有効な活用をしたい

町民の森の活用は

　

今
年
度
で
10
ヵ
年
が
経
過
し

計
画
が
終
了
す
る
が
、
当
町
に

お
い
て
は
、
こ
の
10
年
間
で
住

民
と
行
政
が
力
を
合
わ
せ
助
け

合
い
、
協
力
し
て
ま
ち
づ
く
り

を
行
っ
て
い
く
と
い
っ
た
精
神

は
培
わ
れ
て
き
た
と
考
え
て
い

る
。

　

28
年
度
か
ら
始
ま
る
第
5
次

長
期
振
興
計
画
に
も
、
自
律
と

協
働
の
精
神
を
取
り
入
れ
計
画

を
策
定
し
、
現
在
の
自
律
・
協

働
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
計
画
の

よ
う
な
も
の
は
策
定
し
な
い
。

　

上
位
計
画
で
あ
る
長
期
振
興

計
画
に
基
づ
い
た
計
画
行
政
の

実
施
に
よ
り
、
自
律
・
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
を
行
っ
て
い
き
た

い
。

武
井　

武　

議
員

平
成
16
年
度
を
初
年
度
と

し
た
協
働
の
町
づ
く
り
計
画
、

い
わ
ゆ
る
自
律
推
進
計
画
が
平

成
25
年
度
、
本
年
度
を
も
っ
て

10
ヵ
年
計
画
が
終
了
す
る
。

　

こ
の
計
画
を
ど
う
総
括
す
る

の
か
。
ま
た
、
平
成
26
年
度
か

ら
の
計
画
は
あ
る
の
か
。

企
画
財
政
課
長

　

毎
年
実
施
計
画
策
定
時
期
に
、

進
捗
状
況
を
管
理
し
て
い
る
。

　

10
年
間
で
16
億
8
千
万
円
の

効
果
を
生
み
だ
す
計
画
で
、
平

成
24
年
度
終
了
時
点
の
進
捗
状

況
は
、
23
年
度
ま
で
は
決
算

ベ
ー
ス
、
24
年
度
は
予
算
額

ベ
ー
ス
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階

で
計
画
を
既
に
上
回
る
25
億
7

千
万
円
の
効
果
を
生
み
だ
す
見

込
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

計
画
策
定
か
ら
9
年
間
、
一

部
計
画
の
見
直
し
を
行
っ
た
項

目
も
あ
る
が
、
計
画
ど
お
り
適

正
な
執
行
で
あ
っ
た
と
考
え
て

い
る
。

問

ら
要
望
さ
れ
た
内
容
に
つ
い
て
、

私
の
諸
事
情
に
よ
り
、
実
行
で

き
な
か
っ
た
不
手
際
も
あ
り
、

住
民
説
明
会
の
開
催
に
時
間
が

か
か
っ
て
い
る
。

　

町
民
の
森
の
下
部
活
用
に
つ

い
て
は
、
町
の
貴
重
な
財
産
で

あ
る
の
で
、
有
効
な
活
用
を
し

た
い
と
い
う
考
え
は
当
初
か
ら

持
っ
て
い
る
。

　

土
地
を
買
っ
た
目
的
、
理
由

が
あ
る
の
で
、
そ
の
趣
旨
に

沿
っ
た
中
で
の
目
的
活
用
に
な

る
と
思
う
。

小
井
土　

哲
雄　

議
員

国
交
省
が
「
浅
間
山
直
轄

火
山
砂
防
事
業
」
で
、
浅
間
山

噴
火
の
緊
急
対
応
と
し
て
、
町

民
の
森
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ

ロ
ッ
ク
の
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
事

業
を
計
画
し
て
い
る
が
、
一
向

に
進
展
し
て
い
な
い
。
そ
の
原

因
と
今
後
の
町
民
の
森
の
活
用

を
ど
う
考
え
る
の
か
。

町
長　

　

な
ぜ
進
ま
な
い
か
に
つ
い
て

は
、
最
高
責
任
を
負
っ
て
い
る

私
の
責
任
で
あ
る
と
認
識
し
て

い
る
。

　

私
と
区
長
会
長
を
中
心
に
、

塩
野
区
の
副
区
長
、
区
長
会
三

役
を
交
え
て
説
明
会
の
開
催
に

向
け
て
、
話
し
合
い
を
重
ね
て

き
た
。

　

区
長
会
長
か
ら
の
い
ろ
い
ろ

な
指
摘
に
対
し
、
私
が
納
得
い

く
説
明
が
で
き
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、
理
解
が
得
ら
れ
な
い
状

況
が
続
い
て
い
る
こ
と
も
原
因

で
、
協
議
の
中
で
区
長
会
長
か

問
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